
事業者のみなさん　地球温暖化対策
に向けての取り組みを

声高らかに宣言しませんか？

地球温暖化防止活動に向けた行動が「待ったなし」の状態となっています。
島根県においては、「島根県環境総合計画」を策定し、持続可能な社

会の構築を目指すこととしました。
この目的を達成するために設置された「しまねエコライフ推進会議」

では、活動主体ごとに事業者部会、生活部会、行政部会を設け、連携
を図りながら自主的な取り組みの推進を図っています。

事業者部会（※）は、地球温暖化対策あるいは環境配慮型経営等に関す
る独自目標を設定し取り組む企業・団体等を「しまねストップ温暖化
宣言事業者」として募集し、設定された目標を宣言（右記宣言文）し
ていただくとともに公表したいと考えております。

つきましては、趣旨をご理解いただき、是非とも「宣言事業者」と
してご登録いただきますよう、よろしくお願いいたします。（費用は 
一切かかりません。随時、受付けております。）
※�事業者部会は、環境に配慮したライフスタイルやビジネスの実践を促進する
ことを目的とした組織です。また、島根県より島根県中小企業団体中央会が
事務局を受託しています。

●お申し込みから宣言文発行までの流れ

①宣言（目標・取組）内容の設定
⑥宣言文の掲示・取組の実施

事業者様
③宣言内容の確認及び宣言文の作成
④宣言事業者登録

⑤宣言文送付

②事業者様お申し込み（FAX・メール等）

事業者部会事務局（島根県中小企業団体中央会）

なお、宣言文発行後に宣言内容の見直しをされる場合は、裏面の申込書（更新・新規）にて再度
お申し込みをお願いいたします。「宣言事業者」については、協議会として機会ある毎にPRしてい
きます。
※ご記入いただいた情報は、「宣言事業者」として本事業の推進のため広くマスメディア媒体などに利用させていた
だく他、当協議会からのセミナー、イベントなどに関するご案内やアンケートの送付以外には使用いたしません。

事業者部会事務局

島根県中小企業団体中央会
〒690-0886��松江市母衣町55番地4��商工会館4F
TEL�0852-21-4809　FAX�0852-26-5686
[URL]��http://www.crosstalk.or.jp
[E-mail]��webmaster@crosstalk.or.jp��

しまねエコライフ推進会議

島根県環境生活部環境政策課
〒690-8501��松江市殿町1番地
TEL�0852-22-6379　FAX�0852-25-3830
[URL]��https://www.pref.shimane.lg.jp/kankyo/
[E-mail]��kankyo@pref.shimane.lg.jp

お申し込み
お問い合せ

裏面の申込書にご記入下さい。→



※いずれかに○印を付けて下さい。

「しまねストップ温暖化宣言事業者」申込書（更新・新規）

しまねエコライフ推進会議　事業者部会　行
FAX 0852−26−5686／e-mail : webmaster@crosstalk.or.jp

◎申し込み年月日 　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

◎事業者名・団体名
（ふりがな）

◎役職名／代表者名 （役職名） （代表者名）

◎所在地
〒　　　　　－

◎TEL／FAX （TEL） （FAX）

◎URL
（ホームページがあれば記載して下さい）

◎e-mail
（希望する □ ）

※お持ちであればご記載下さい。また、今後当会からの情報提供を郵送の他にメール配信を予定しています。
ご希望の方はチェックをいれて下さい。

◎担当者
　（所属・役職・氏名）

◎宣言内容（新たに取り組むもの、既に取り組んでいてこれからも継続するもの）
　〔該当するものに○印をして下さい（複数可）〕

【省エネの取組】
　1．節電に努めます。（例：昼休み、残業時などに不要な照明を消灯）
　2．ブラインドやカーテンの利用などにより、熱の出入りを調節します。
　3．適切な空調管理に努めます。
　　（例：こまめな温度調整、空調機のフィルターの定期的な清掃・交換の実施）
　4．クールビズ、ウォームビズに努めます。
　5．緑のカーテンを設置します。
　6．省エネ設備を導入します。（例：ＬＥＤ照明、デマンド監視装置、人感センサー） 

【省資源の取組】
　7．3Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）に努めます。
　8．会議用資料や事務手続き書類の簡素化に取り組みます。
　9．社内ＬＡＮ、データベースなどの利用による文書の電子化に取り組みます。
10．3Ｓ（整理・整頓・清掃）活動を実施します。
11．節水に努めます。（例：バルブの調整による水量及び水圧の調整、雨水利用）

【人材の育成】
12．社員等に対して、環境に関する研修を開催します。（例：ＳＤＧｓ、環境法令、環境経営）
13．社員等に対してECO検定など、資格取得を推奨します。

【その他の環境配慮の取組】
14．エコ製品等を進んで購入します。 
15．自動車の使用方法を見直します。（例：マイカー通勤の自粛、エコドライブの実施）
16．生産性の向上に努めます。（例：ノー残業デーの設定、工程改善の実施、配送ルートの効率化）
17．エコアクション21（環境マネジメントシステム）を取得します。
18．その他（上記を参考に、また、それ以外に取り組む事項や数値目標を設定される場合は記載して下さい。）


	ストップ温暖化宣言事業者-募集
	ストップ温暖化宣言-申込書

